
4平成29年7月1日

交通事故に気をつけ、
楽しい夏を過ごしましょう！

夏の交通事故防止運動
7/15(土)~7/24(月)

問合せ　町民生活課　保険年金担当　☎62-1232

被保険者証の一斉更新

　お手持ちの後期高齢者医療被保険者証の有効期限
は平成29年７月31日までです。
　新しい被保険者証を７月中旬に簡易書留郵便で発
送します。受け取りの際は、印鑑が必要です。
　７月中に届かない場合は、下記担当まで連絡くだ
さい。
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・交差点を通行するときは十分に安全確認をしま
　しょう
・歩きながらのスマートフォンなどの操作や音楽
　を聴くことは危険です
・高齢のかたは自身の運動能力や身体機能の変化
　を認識し、ゆとりを持って行動しましょう

１子どもと高齢者を交通事故から守ろう！

・夕方以降は反射材や明るい色の服などを着用し
　ましょう
・自転車は原則車道の左側を通行しましょう
・交差点では信号を守り、一時停止・安全確認を
　必ず行いましょう

２歩行中・自転車の交通事故をなくそう！

・飲酒運転は悪質な犯罪です。危険性、
　悪質性を再確認しましょう
・二日酔いによる運転も飲酒運転です。
　してはいけません

３飲酒運転は絶対に
「しない、させない、ゆるさない」


